
    

 

 

 

経営力向上計画の認定に関する柔軟な取扱について 

（新型コロナウイルス感染症対策関連） 

 

新型コロナ感染症に伴う在宅勤務の増加等により、工業会等の証明書の発行手続が従

来よりも長期化していることを踏まえて、経営力向上計画について以下の通り、弾力的

な取扱を行うことといたしましたので、お知らせいたします。 

 

○ 経営力向上計画の認定申請先において、令和２年２月以降に取得した設備に関して

は、設備取得から経営力向上計画の申請（受理）までの期間が６０日を超過する場合

であっても、令和２年９月３０日までの期間は、申請を受理することとします。 

 

○ 令和２年９月３０日までの期間に申請された経営力向上計画については、特例措置

として、設備を取得し事業の用に供した年度（各企業の事業年度）内に認定を受けた

ものと、同様に取り扱うこととします。 

※ 税制の適用に当たっては、設備取得後に経営力向上計画を申請する場合、設備を取得し事業

の用に供した年度内に認定を受けなければなりませんが、この特例措置により、当該年度内に

中小企業等経営強化法における認定を受けたものとして取り扱われ、税制の適用要件を満たす

ことになります。 

※ 特例措置を受ける場合、認定書が確定申告書の提出期限までに入手できないケースも考えら

れますが、例えば、中小企業者等において、年度中に対象設備を取得・事業供用し、確定申告

書を作成（本税制の適用があるものとして計算）済みであるものの、必要書類の入手が遅れて

いる場合には、確定申告書を提出した後で、その必要書類が入手でき次第、税務署へ追加提出

することも可能です。 

※ 税務署への必要書類の追加提出については、この特例措置が令和２年９月３０日までの申請

となるため、遅くとも令和２年１２月末までに税務署へ提出するようにしてください。必要書

類の追加提出を行う中小企業者等については、その他の適用要件を満たすことを前提に本税制

の特例が認められます。 

※ 計画内容の審査の結果、認定が受けられず、必要書類の追加提出ができなかった場合には、

本税制の適用要件を満たさないことになりますので、この場合は修正申告が必要となります。

（中小企業者等が自主的に修正申告を行う場合には加算税はかかりません。） 

 

○ この他にも、国税に関する取扱いとして、本税制の必要書類の入手が遅れたことな

どにより期限までに申告が困難なケースについては、個別の申告期限延長が認められ

ます。詳しくは、国税庁の「新型コロナ感染症に関するＦＡＱ」をご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm 

 

このほか、この弾力的運用の詳細は、以下の中小企業庁のホームページをご参照くだ

さい。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ 

担当：建政部 建設産業第一課 経営力向上計画担当（6149、6667） 


